
1 

 

令和６年度 補正項目確認票 記入要領 

 

※ 項目ごとの該当事例や補足事項をまとめています。補正項目確認票の作成前に、必ずお目通しください。 

 

１．学校安全の推進に対する取組について（全校種対象） 

（１）生徒用非常食・飲料水に加え、その他の防災備蓄品（例：ヘルメット、簡易トイレ、防寒用アルミシー

ト、ランタンなど）についても対象とします。 ※防災計画(写)や備蓄品リストを添付してください。 

（２）防災備蓄品について、そのすべてを生徒から徴した費用で購入している場合（学校負担が全くない場

合）は対象外とします。 

 

２．地域防災拠点への位置付けについて（全校種対象） 

（１）名称に関わらず、地域住民の防災上の拠点に位置付けられていれば対象となります。よって、災害対策

基本法に基づく指定緊急避難場所、指定避難所はもちろんのこと、広域避難場所のほか、一時避難場所、

地域防災倉庫の設置等も対象となります。 

   ただし、指定されていることが確認できるもの（協定書の写し、市区町村の地域防災計画やホームペー

ジへの掲載など）の提出が必要です。 

（２）複数の校種が同一校地で一括指定されている場合は、最上級の校種のみが補助対象となります。 

また、複数の種類の地域防災拠点に位置付けられている場合でも、補助対象としてカウントできるのは

１つのみとします。 

  （例：中高で共用している体育館が２種類の地域防災拠点に位置付けられている場合 

     →高校のみ補助対象とする。（中高１種類ずつ該当とはしない。）） 

（３）なお、市区町村や地域の実情により指定状況や要件が異なることから、地域防災拠点に位置付けられて

いなくても、災害時に地域住民を受け入れや支援物資を提供する予定がある場合は、補助対象に含めるこ

ととします（加算額は指定校の半額）。 

この場合は、地域住民の受入れや支援物資提供を予定していることを明記した資料（防災計画、校内規

定など）又は、校外向けの備蓄品があることを示す資料（児童生徒・教職員数以上の備蓄品が確認できる

備蓄品リストなど）の提出が必要です。 

 

３．学校施設を活用した課外活動等の推進について（全校種対象） 

（１）前提として、学校施設を活用して行う活動が対象であり、校外で行う活動については対象外となりま

す。 

（２）「イ．生徒向けの補習や特別教室の開講」、「ウ．学校主催のイベントや地域との交流事業」について

は、通常のカリキュラムとは別に、放課後や休業日に実施するものが対象となります（カリキュラムに組

み込まれているものは対象外）。なお、補習や特別教室は、生徒全員を対象とするものでなくても構いま

せん。 

（３）「エ．校舎・運動場・体育館等の施設開放事業」、「オ．試験会場等としての貸出」については、原則

として無償で開放・貸出するものを対象とします。ただし、光熱水費等実費程度の徴収の場合は対象とし

ます。（それ自体で収益となるような場合は対象外） 
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（４）複数の学校を設置する学校法人において、複数の学校の生徒を同時に対象とする事業や、複数の学校で

共催するイベントの実施、また、共用施設を開放・貸出する場合などは、いずれかの校種に計上するか、

日数を適宜按分してください。（同一事業を複数の校種で計上するのは不可） 

（５）主な項目の事例 

＜「イ．生徒向けの補習や特別教室の開講」の事例＞ 

補習、補講、夏期（冬期・春期）講習、英検対策講座、英作文講座、簿記講座、外国語教室 など 

＜「ウ．学校主催のイベントや地域との交流事業」の事例＞ 

地域向けの講座や教室、保護者向けの講座や教室、親子教室、バザー、演奏会・展覧会 など 

＜「エ．校舎・運動場・体育館等の施設開放事業」の事例＞ 

  地域住民や地域団体への施設開放、地域のスポーツ大会への会場提供、他校や幼稚園等への施設開放、消

防署の訓練への施設提供 など 

 

４．多様なグローバル化の推進について（全校種対象） 

（１）「イ．外国人学校や海外の学校との交流」、「エ．語学研修の実施」について、生徒から参加費を徴収

して実施する場合は対象外とします。ただし、学校の持ち出し分（教員の人件費・旅費等）が発生する場

合は、その経費については対象とします。 

（２）複数の学校を設置する学校法人において、複数の学校の生徒を同時に対象とする事業や、複数の学校を

兼務する講師の人件費等については、いずれかの校種に計上するか、経費を適宜按分してください。（複

数の校種で同時に計上するのは不可） 

（３）主な項目の事例 

＜「イ．外国人学校や海外の学校との交流」の事例＞ 

海外の学校への生徒派遣経費、海外の学校からの生徒受け入れ経費 など 

＜「カ．その他」の事例＞ 

 イベントへの参加経費（模擬国連、ディベート大会等） など 

 

５．ＩＣＴ教育の推進（全校種対象）） 

・昨年度に学校内におけるＩＣＴ教育を実施するための通信費（インターネット回線使用料等）を、学校経

費で負担している場合に、対象となります。（通信費の全額を、保護者からの納付金等で充てている場合

は、対象外となるため「いいえ」に〇印をつけてください。） 

   オンライン授業等にかかる家庭用の通信費のことではありません。 

    

６．授業目的公衆送信補償の活用について（全校種対象） 

・補償金の支払い先は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（ＳＡＲＴＲＡＳ）のみです。 

・申請した際の、登録画面コピーまたは、指定団体からの請求書（または見積書）を添付してください。 

 ・当年９月末までに支払いが完了するもののみを対象とするため、９月頃に、支払状況の確認をします。 

 ・児童・生徒数は、原則、５月１日時点の現況調査及び学校基本調査の人数としてください。但し、転編入

など明らかな場合等は、実人数を上限として対象とします。 
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７．教育活動の継続に資する保健衛生用品等の購入について（全校種対象）【令和６年度新規項目】 

・取組実績にかかる根拠書類は原則提出不要ですが、必要に応じてご提出いただく場合があります。 

 ・取組状況を把握したいため、「主な取組内容」欄に、簡潔に購入物品及び児童・生徒の利用方法等を記載

してください。 

 ・女子児童・生徒への生理用品の配布も本項目の対象に含まれるため、補正項目「生理用品の配布」は、本

年度から廃止いたします。 

 

８．いのちを守る教育支援（全校種対象） 

 （１）啓発取組への支援 

   ア いのちを守る啓発取組（全般） 

   イ ヤングケアラーに関する周知啓発等取組 

・実施の回数や、経費、学年などは問いません。 

  ・公的機関や外部団体等が作成した啓発資料等の配布のみの場合は、対象外とします。 

 ・取組実績にかかる根拠書類は原則提出不要ですが、必要に応じてご提出いただく場合があります。 

 （２）スクールカウンセラー等の配置 

  ・昨年度の経常費補助金（特別補助）で、「教育相談体制の整備」の申請・採択の有無によって基準額が 

異なります。  

〔基準額〕 

 昨年度 特別補助の申請等あり ： 150万円を超えていること。 

    昨年度 特別補助の申請等なし  ：  90万円を超えていること。 

・昨年度の教職員名簿に記載のない者の場合は、経費額がわかる根拠書類をご提出ください。（賃金台 

帳、委託契約書など） 

   

９．体育・文化活動の推進について（中学校・中等教育学校・高等学校のみ） 

（１）顕著な成績のうち、「県大会等の全県的な規模の体育・文化活動において、優勝・第１位」について 

 賞の名称に関わらず、県第１位であることが要件となります。よって、文化系の大会等で、金賞が

複数校あり、その上に最高賞に該当する賞が設けられているような場合（その大会や部門で県第１

位に該当するのが金賞ではなく最高賞の場合）は、最高賞のみが対象となります。 

 あくまでも全県的な大会で優勝・第１位であることが必要です。県内の一部地域のみを対象とした

地域大会・地区大会は対象外とします。 

（２）顕著な成績のうち、「全国大会等の全国的な規模の体育・文化活動において、入賞」について 

 体育系の大会等については８位以内、文化系の大会等については金賞のみを対象とします。 

 あくまでも全国的な規模の大会で入賞していることが必要です。「関東大会」などの地域大会・地

区大会は対象外とします。（ただし、県レベルの大会自体がなく、県大会に代わる大会が関東大会

等である場合は、その大会で優勝・第１位であれば対象とします。） 

 


